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2005 年 8 月 25 日 

 

中央環境審議会 

総合政策・地球環境合同部会 

施策総合企画小委員会 

委員長 森嶌 昭夫 殿 

 

委員 永里 善彦  

 

環境税に関する今回の「地方ヒアリング結果報告」 

で抜けている視点についての意見 

 

                            

１．環境税の問題点 

(1)第一に申しあげたいことは、ここ１年間以上にわたってガソリン価格が上昇したにも

かかわらず、ガソリン消費量が減少しなかったことで、環境税の効果は全くないことが実

証された点である。 

 7 月 28 日の「環境税の経済分析等に関する専門委員会」第６回会合参考資料ｐ63 には、

「ガソリン価格の上昇は始まってからまだそれ程の時間が経っていない」から「対前年度

比でガソリン需要は減っていない」という解釈を示している。そして、「高値が相当期間

続くことによって、車の買い替え等に効果があるだけでなく、ガソリンの使用を控える効

果も大きくなる」としているが、期間が長期にわたるとその他の経済状況も変化してくる

ので、この考え方を立証できる可能性はますます曖昧となる。 

 すくなくとも、この１年でガソリン価格が 15 円（04 年 8 月 114 円→05 年 8 月 129 円：

炭素トンあたり 22500 円の増税に相当）したにもかかわらず、ガソリン消費量が減ってい

ないということはライフスタイルが車依存型になっており、多少の価格上昇では需要が減

少しないと考える方が自然である。 

 

(2) 8 月 4 日の「環境税の経済分析等に関する専門委員会」第７回会合資料２、p14 では、

「炭素トン当たり 3600 円の税を課し、温暖化対策技術の普及を目的に、その税収のすべ

てを、機器や設備の導入費用価格の一部を補助するために用いると、この施策のみで 2010

年度において 9.5％分（基準年総排出量比）削減されると試算された」としていたが、そ

の際、税収１兆円を技術開発として補助することになる。ところが、現在 NEDO で実施さ
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れている技術開発補助は 2400 億円であるのに、約 1000 人の人員を必要としているときい

ている。したがって、１兆円を補助金として使用するとなると、透明性、公平性の観点か

ら補助案件の選択、事前評価、事後の効果測定など NEDO の数倍にあたるコストがかかる

ことは明白である。環境税の最大のメリットである「行政コストがかからない」「市場機

構をゆがめない」ということとは逆行する現象がおきることになり、環境税提案の主旨に

反している。 

 

(3)また、すでに約５兆円もの課税が行なわれている化石燃料に、環境税導入により更な

るコスト増が加われば、せっかく上向いた景気に深刻なダメージを与えることになりかね

ない点にも留意すべきである。 

 

(4)さらに、環境税の導入は米国やアジア諸国と相対的な国際競争力を著しく低下させる。

結果的に、税負担の無い近隣諸国への生産の移転など、国内産業空洞化を引き起こし、炭

素リーケージにより地球規模では温室効果ガスの排出量が増大しかねない。 

 企業の国際競争力についてはエネルギーコスト以外にも為替、労働力、市場、インフラ

整備状況等様々な要因が関係するが、何よりも重要なことは研究開発力である。 

 エネルギー多消費産業への課税は、当該企業の内部留保の取り崩しという形で研究開発 

力を奪い、次世代への新規事業の芽を摘むことになる。 

 

(5)また、アナウンスメント効果が環境税の効果の一つとしてあげられているが、新税を

導入する目的とすること自体大いに問題があろう。税や規制で国民のライフスタイルを変

えるのではなく、初等中等段階での教育も含め、国民運動の喚起を継続的に行うことが先

決である。 

 

(6)現在、産業界は、日本経団連の環境自主行動計画の下で、各業界による温暖化対策へ

の取り組みを強化しており、産業部門の温室効果ガスは、安定的に推移している。 

自主行動計画には、税や規制にはない多くの利点があり、自らの事業活動の中に自発的

に取り組むという面において長期的に持続可能である。環境税により、自主行動計画に悪

影響が及ぶことも充分に考慮すべきである。 

地球温暖化防止に向けた自主的な行動の輪は、産業・エネルギー転換部門におけるCO2排

出削減から民生・運輸部門での取り組みに拡大し、さらに、国民運動等にも発展しつつあ

り、この流れを積極的に支援すべきであり、税や規制的な施策によって水を差すことがあ

ってはならない。 
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２．中環審環境税の経済分析等に関する専門委員会「これまでの議論

の整理（メモ）」の問題点 

 
(1)環境税の位置付けについて 

 「経済理論における環境税の位置付け」として、ピグー税、ボーモル＝オー

ツ税の考え方を提示するとともに、汚染者負担原則に基づく財源調達を提唱し

ているが、租税の中立性等、税法・租税論の考え方からの「環境税」に対する

評価については、何ら言及されて（委員会で取り上げられて）おらず、偏った

評価・位置付けに終わっている。 

また、汚染者負担原則については、第４回委員会の席上、後藤委員より、「汚

染者負担原則の場合、汚染者と被汚染者の存在が前提となるが、温暖化問題は

グローバルコモンの問題である」として、温暖化対策を目的とする環境税に汚

染者負担原則を適用することに疑問を呈する発言があったと理解するが、この

点についても、言及すべきではないか。 

 メモにも説明されているように、汚染者負担原則は、60 年代から 70 年代に

おける原状回復や被害者救済に関する費用負担の原則として、「環境保全費用

の公平な配分原理として機能」したのであって、全人類が汚染者であり同時に

受益者となる地球温暖化問題には妥当しないものと考える。 

 

(2)日本における経済的手法について 

 日本における経済的手法として、大気汚染対策、廃棄物対策等における税

制・課徴金等の活用が例示されているが、地球温暖化問題とこれらの公害問題

とは、問題が質的に異なることから、単に「仕組み、対象、国民の受け止め方

等の違いについて留意する必要がある」との言及に止めず、もっと深彫りすべ

きである。 

 事実上、現時点では、CO2排出量はエネルギー使用量、さらにGDP水準、国民

所得にもほぼ比例することから、「環境と経済の両立」の必要性について、再

確認すべきであり、長期的かつ地球規模の解決が求められている地球温暖化問

題は、地域的問題として早急な解決が必要な大気汚染や廃棄物と同視されるべ

きではない。 

 

(3)欧州各国における環境税の位置付け 

 欧州各国においては、既に、付加価値税率が 15～25％に達しており、これ以

上の引き上げは、政治的あるいは EU 指令上、困難な状況にあることから、所

得税減税や社会保険保険料軽減のための一般財源を確保するため、環境の名の

下に、環境税が創設されたものと考えられる。消費税が未だ 5％というわが国

とは、全く状況が異なることが留意されるべきであり、その点について言及す

べきである。 

 また、ドイツでは石炭が、英国では石油製品が、環境税・課徴金の賦課対象
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外であることにも、言及すべきである。 

 

(4)税制全体の中での議論への展開について 

 前述(1)と同様、伝統的な税法や租税論から見た環境関連税制に対する評

価・位置付けの議論が全く欠落している。メモに列挙されたような見解が存在

することは、否定しないが、現実の税制から考えれば、かなり飛躍した議論と

言わざるを得ない。 

 

(5)価格弾力性の分析について 

 価格弾性値の試算に当っては、測定期間と消費部門別の代表価格の選定が極

めて重要である。例示として、第 3 回専門委員会の天野委員提出資料が掲げら

れているが、全消費の約半分を占める産業部門で急激に省エネルギーが進んだ

第 2 次石油危機直後を含む 1978 年から 25 年間のデータから測定されており、

最近時点のデータによる試算と比べれば、著しく過大な値になっているものと

思われる。 

また、試算に当っての重要な要素である消費部門別の代表価格のデータは開示

されていない。 

 さらに、第 6 回専門委員会において、中上委員が、タクシー運賃を例にリバ

ウンド効果の存在を指摘したが、必ずしも長期の価格弾力性のほうが短期より

大きくない場合もありうることを言及すべきである。 

 

 
 

以 上 
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平成 17 年 8 月 26 日 

 

施策総合企画小委員会における追加論点について 

 

（社）日本経済団体連合会 

環境安全委員会 地球環境部会長 

服部 拓也 

 

8 月 23 日の第 19 回施策総合企画小委員会において、配布資料 2 で

示されました地方ヒアリングを通じて抽出された論点に加えて、下記

の追加論点を提出いたしますので、よろしく御査収の程、お願い申し

上げます。 

 
記 

 

◆「２．環境税の効果 (1)価格弾力性について」に追加すべき論点 

 

○ 家庭一世帯あたりの消費支出、エネルギーコスト、エネルギー消費
量を見ると、近年、家計に占めるエネルギーコストの比率が増大し

ているにもかかわらず、エネルギー消費に顕著な減少傾向が見られ

ていません。この結果は、環境税によってエネルギー価格が上昇し

てもエネルギー消費が減らない、即ち、価格インセンティブ効果は

期待できないということを示唆しているものと考えます。 

 

○ 電力については、電力自由化の進展を受け、料金が低下傾向にあり
ます。自由化がスタートした 1995年から 2003年までに平均で 14.9%、

3.33 円／kWh*も料金が低下しています。このような状況下で、0.25

円／kWh（昨年度の環境省案）の環境税を導入しても価格インセン

ティブ効果は期待できないものと考えます。料金を下げるために電

力自由化を進めようとする政府のエネルギー政策がありながら、一

方で環境税導入というのは、政府全体の政策が不整合だと感じます。 

   * 「エネルギー経済統計要覧 2005」に基づく電力総合単価 
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◆「２．環境税の効果 (2)アナウンスメント効果について」に追加

すべき論点 

 

○ 近年の原油価格の高騰によって、2004 年 9 月に WTI 原油価格が初

めて 1 バレル 50 ドル台まで上昇した際、新聞等でも大きく報じら

れました。しかし、2004 年 10 月以降のガソリン消費量は平年に比

べて高めで推移しており、減少傾向が見られていません。この結果

は、環境税についても、アナウンスメント効果（価格上昇を告知す

ることによる削減効果）が期待できないことを示唆しているものと

考えます。 

 

 
◆「３．環境税の経済への影響」に追加すべき論点 

 

○ 温暖化問題の本質的な解決には技術開発が重要ですが、環境税によ
る負担増は、民間企業の自主的な創意工夫によって省エネ・省 CO2

技術を生み出していく原資である技術開発費の削減につながる恐

れがあります。環境税が、こうした民間企業の技術開発に与えるマ

イナス面についても検討すべきものと考えます。 

 

 

◆おわりに 

 

○ 施策総合企画小委員会は、環境税のみならず、幅広い施策について
検討を深める場であると認識しております。例えば、代表的なイン

センティブ型の施策の自動車税グリーン化については、環境税より

も費用対効果に優れているという分析が報告されています。したが

って、追加負担を求める環境税よりも、既存制度・財源を精査し、

費用対効果の高いインセンティブ型の施策を検討すべきものと考

えます。 

 

 

以 上 
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※ 久保田委員よりは、平成 16年 12月 1日に開催された第 16回施策総合企
画小委員会において提出した以下の意見を再提出するとのこと。 

 

2004 年 12 月１日 

 

中環審総合政策・地球環境合同部会 

第 16 回施策総合企画小委員会意見書 

 

 

                 日本労働組合総連合会 

副事務局長 久保田 泰雄 
 

  本日開催の「中環審総合政策・地球環境合同部会第 16 回総合企画小

委員会」に出席できませんので、以下の通り意見を提出します。 

 

【「総合企画小委員会」の今後の運営にあたって】 

 

 来年度予算案の編成や税制改正にむけた各省の動き等に影響される

ことなく、これまで、本小委員会で議論してきた経過や本小委員会の

当初からの任務である、「温暖化対策税の導入に対して賛成・反対の可

否ではなく、仮に税を含めた経済的手法を検討する場合、客観的政策

手法のあり方や議論の具体的な整理を行う」という考え方にそって、

拙速を避けて、粛々と議論を尽くすべきである。  
 また、本委員会での議論内容や結論は、今後の政府としての政策立

案に反映することを担保すべきである。 

 

１．温暖化対策税の導入と温室効果ガスの排出抑制効果について 

 

① 03 年 8 月の専門委員会報告をベースとした｢温暖化対策税案｣（低

率課税プラス税収を活用した排出削減補助金の組み合わせ方式）

や、今回の環境省提起の｢環境税案｣を念頭に置いた時、果たして

それが現実の実効性ある排出削減効果につながるのかどうか、国

民的議論に耐えうる客観的かつ説得力ある提起とは、未だなりえ

ていないのではないか。 

 
② とりわけ、温暖化対策税の持つ 3 つの効果のうち、 

●価格インセンティブ効果が本当にどこまで発揮されるのか 

●原油価格高騰によるガソリン価格が約 13 円/ℓ上昇しているにも

かかわらず、需要が顕著に減少していない中で、2 円/ℓあるいは
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1.5 円/ℓの価格上昇で、どれ位の抑制効果を持つのか 

●税の導入が、増大を続ける民生（業務・家庭）・運輸部門の削減

に決定打となりうるのか 

等の疑問に十分応えきる内容となっているのか。 

 
③ 今後、国民的議論を行っていく際、わが国での実効性ある排出抑

制効果につながる｢温暖化対策税｣のあり方としては何がベストか。

いま一度、その理念やコンセプト・性格付けについて複数の代替

案 ～ すなわち①価格インセンティブ効果重視型か財源効果重視

型か、②課徴金的性格重視型（税収中立的）か税収確保・補助金

活用重視型か、③英国の気候変動税的ポリシーミックス型の第 3

の案か等 ～ を提示し、その長所・短所等を再整理する中で、あ

らためて選択の妥当性の根拠を明示していく必要があるのではな

いか。  
 
２．課税段階や確実な転嫁の仕組みづくり及び国民一人ひとりの意識

改革につなげる取り組み 

 

①  国民に対するアナウンス効果等を含めた温暖化対策税の趣旨か
らすれば、可能な限り下流課税が望ましいと考える。しかし、燃料

種ごとの輸入・採取・製造から供給・消費までの流れが異なる実態

にある中では、税の捕捉率を高めるとともに、特定の主体を対象と

した税の減免措置を行いやすくするための工夫として、上流課税と

下流課税を組み合わせた課税(ハイブリッド課税)は、より現実的な

案として考えられる。 

ただし、上流課税とする燃料種については、税が確実に転嫁でき

る仕組みの構築をより具体的に提示していく必要がある。 

  

②  これまで行われたマスメディアの各種世論調査をみても、環境税
に対する国民の反応は、他の税とは違う要素を持っている。それだ

け環境問題や地球温暖化問題に対する関心や、漠然とした不安が高

いことを示している。  
この国民の前向きな意識や率直な気持ちを大切に育て、一人ひと

りのライフスタイルや社会経済システムを変えていく推進力につ

なげる政策論議に発展させていく必要がある。  
その意味で、現時点での環境税に対する国民の意識・理解度は本

当にどこまで醸成されているか。所得税や消費税、また様々な社会

保障負担に対する関心や不満・不信感と比べてどうなのか。単なる

イメージでなく一人ひとりが積極的に負担を受け入れてでも、環境

にやさしい生活を選択する意識はどこまで本物か。  
温暖化対策全体への国民の世論喚起や地域を含めたあらゆる場
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での環境教育の一層の推進とともに、より踏み込んだ選択肢を組

み入れた広範かつ客観的な国民意識アンケート等も実施してみる

べきではないか。 

 

３．既存エネルギー関係諸税との調整 

 

①  ＣＯ２の抑制効果を持ち、なおかつ税収の一部がＣＯ２の抑制の
ための施策に当てられている石油石炭税については、温暖化対策税

と調整を行う趣旨が記載されているが、その具体的な中身について

は明確にはなっていない。 

石油石炭税と温暖化対策税との調整内容をより具体化する必要

がある。 

 

②  既存エネルギー税との二重課税問題や調整は、果たして上記だけ
で十分なのかどうか。  
それぞれ独自の意義や課税の根拠が異なることは理解しつつも、

道路整備問題等に象徴されるように、これまでの開発型の環境外部

性をむしろ増大させる方向で使われてきた税制を既得権益化した

ままでよいのかどうかも問われている。  
省庁タテ割りの硬直性を排し、現行の税制を時代変化に合わせた

環境や地球温暖化防止という観点から再編成する視点で、既存エネ

ルギー関係諸税の全般的見直しや検証をさらに行う必要がある。 

 

４．税の減免措置の範囲 

 

諸外国の制度の実態や国内雇用の確保の視点からも、｢国際競争

力、産業構造の激変緩和への対応｣｢低所得者層、中小企業者層への

対応｣｢ナフサ等原料として使われている場合の非課税措置｣｢排出

削減努力に対するインセンティブ措置｣等、P.12 で提起している一
定の範囲での軽減措置は必要であり、基本的な考え方は理解できる。 
有効性・効率性・公平性の視点も入れた、より具体的なあるべき

姿の検討と提示が必要ではないか。 

 

５．税収の使途について 

 
①  現行の１兆 2,600 億円の温暖化対策予算のさらなる精査・検証・
改革は不可欠である。 

 

② 温暖化対策税の本来の理念や、国民の信頼という視点からも、

P.24 の提起に対しては、温暖化対策の財源に絞るべきであり、社会

保障財源への活用等にまで使途を広げる議論は混乱を招くのでは

ないか。 
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③ 小委員会の中間とりまとめでは、P.7 の｢温暖化対策税と他の施

策との比較｣の項で、｢補助金・租税特別措置等｣の手法について、

｢費用対効果の観点から適切な補助金の配分を行うに足る十分な

知識を政府が有しているとは限らない等の課題がある｣と指摘し

ているが、温暖化対策税収の活用についても同様のことは言える。 

税の使途についての透明性の確保と、その政策効果、効率性、公

平性に関する評価システムの構築をいかに行うかが課題である。  
 

６．一般財源化か特定財源化かの判断 

 

温暖化対策税は、もともと我が国の温暖化対策を推進していくと

いう目的を持った政策課税であり、本来、限りなく目的税的な性格

に近づけるべきである。しかし、特定財源化した場合の硬直性や問

題点があることも否定できない。 

一般財源とするのであれば、使途に対する透明性や評価システム

の構築と合わせて、使途は温暖化対策に実効性があるものに限定す

べきである。 

 

７．ポリシーミックスのあり方の検討 

 

   温暖化対策税だけではなく、産業・企業・事業者の前向きなイン
センティブを引き出す観点から、排出量取引制度や協定等を組み合

わせた狭義のポリシーミックス的政策手法の具体的なあり方につ

いて、もう一段踏み込んだ議論を行うべきではないか。 

 

以 上 
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